第１号様式（第４条関係）
京都市水産振興補助金交付申請書
	（宛先）京都市長
	　　年　　　月　　　日

	申請者の主たる事務所の所在地

	申請者の名称及び代表者名
　


	　京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を申請します。

	申請金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（総事業費　　　　　　　　　　　　　円）

	事業の種類
	· 種苗の購入
· 増殖施設等の設置
□種苗ふ化場
□種苗養殖施設
□養魚運搬施設
□その他（　　　　　　　　　　　　）

	事業の概要
	

	事業の実施場所
	　

	事業実施期間
	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	添 付 書 類
	収支予算書・事業計画書


注　該当する□に、レ印を記入してください。

第２号様式（第５条関係）

　　　京都市指令　　　第　　号　　
　　　年　　月　　日　　
＜申請者＞　様

　　　　京　　都　　市　　長　　

担当（　　　　　）　　
京都市水産振興補助金交付（不交付）決定通知書
　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました京都市水産振興補助金については、下記のとおり交付（不交付と）することに決定しましたので、通知します。
記
１　交付予定額　　金　　　　　　　円
２　交付の条件

⑴　補助金は、本事業以外に支出しないこと。
　⑵　事業の内容を変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ京都市水産振興補助金交付要綱第８条又は第１０条に基づき、承認を受けてください。
　⑶　補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することがあります。

　⑷　実績報告書提出後、しゅん工検査を実施します。

　⑸　京都市補助金等の交付等に関する条例第２２条第１項に掲げる各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがあります。

　⑹　京都市補助金等の交付等に関する条例第１６条第１項に掲げる書類は、補助事業完了の翌年度から起算して１０年間保管してください。

　⑺　その他京都市補助金等の交付等に関する条例、京都市水産振興補助金交付要綱を遵守してください。

（不交付の場合） 
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。　
第３号様式（第７条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日　　

（宛先）京　都　市　長

申請者　　住　　　所
　　　　　 名　　　称
代　表　者
京都市水産振興補助金交付決定前着手届

　　　　　　年　　月　　日付けで補助金の交付申請を行った　　　　年度京都市水産振興補助金について、下記条件を了承のうえ、交付決定前に着手したいので、京都市水産振興補助金交付決定前着手届を提出します。
記

１　補助金の交付決定を受けるまでの期間に天災などの事由によって実施した活動に損失を生じた場合、これらの損失は交付決定前着手届を提出した団体が負担すること。
２　補助金の交付決定がなされなかった場合及び、交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても異議を申し立てないこと。

３　着手から交付決定を受ける期間内においては、当該事業の計画変更は行わないこと。

	着手予定年月日
	交付決定前着手の理由

	
	


第４号様式（第８条関係）
京都市水産振興補助金変更承認申請書
	（宛先）京都市長
	　　年　　　月　　　日

	 申請者の主たる事務所の所在地
	申請者の名称及び代表者名


	　　　　年　月　日付け京都市指令　　　第　　号で補助金の交付決定があった水産振興補助金について、京都市水産振興補助金交付要綱第８条の規定により変更の承認を申請します。

	事業の種類
	· 種苗の購入
· 増殖施設等の設置
□種苗ふ化場
□種苗養殖施設
□養魚運搬施設
□その他（　　　　　　　　　　　　）

	申請事業に要する経費

（変更前）
	

	申請事業に要する経費

（変更後）
	

	変更理由
	

	交付を受けようとする
補助金の額（変更後）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	添 付 書 類
	収支予算書・事業計画書


 注　該当する□に、レ印を記入してください。
第５号様式（第９条関係）
　京都市水産振興補助金概算払請求書
	（宛先）京都市長
	　　年　　　月　　　日

	 申請者の主たる事務所の所在地
	申請者の名称及び代表者名


	京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条の規定により補助金の概算払を請求します。

	交付決定日及び番号
	年　　月　　日付け京都市指令　　　第　　　　号

	交付予定額
	　　　　　　　　　　　　　　       円

	
	うち、受領済補助金額
	　　　　　　　　　　　　　　       円

	概算払請求の理由
	

	概算払請求額
	　　　　　　　　　　　　　　       円


第６号様式（第１０条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　
（宛先）京　都　市　長
申請者　　住　　　所
　　　　　 名　　　称
代　表　者
京都市水産振興補助金中止・廃止承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で補助金の交付決定があった　　　　　年度京都市水産振興補助金について、　　　　したいので、京都市水産振興補助金交付要綱第１０条に基づき承認されたく申請します。
記

１　中止・廃止の理由

注　該当する□に、レ印を記入してください。

第７号様式（第１１条関係）
　京都市水産振興補助金実績報告書
	（宛先）京都市長　
	　　　　年　　　月　　　日

	 申請者の主たる事務所の所在地

	 申請者の名称及び代表者名




	京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により実績を報告します。

	事業の種類
	· 種苗の購入
· 増殖施設等の設置
□種苗ふ化場
□種苗養殖施設
□養魚運搬施設
□その他（　　　　　　　　　　　　）

	事業の概要
	 

	事業の実施場所
	 

	事業実施期間
	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	交付決定日及び
決定番号
	 　　年　　月　　日付け京都市指令　　第　　号

	添 付 書 類
	・収支決算書
・領収書その他の補助事業の実施に要した費用を支払ったことを証する書類
・補助事業を実施したことを証する写真


注　該当する□に、レ印を記入してください。

第８号様式（第１２条関係）

　 　　　　　 　　　　第　　　号　　
　  　年　　月　　日　　
＜申請者＞　様

京　　都　　市　　長　　

担当（　　　　　）　　
京都市水産振興補助金交付額決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで実績報告のありました京都市水産振興補助金については、下記のとおり交付額を決定しましたので、京都市水産振興補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。

記
１　交付決定額　　金　　　　　　円
本通知を受取り後、速やかに請求書を御提出ください。
第９号様式(第１３条関係)

　　　　　　　
年　　月　　日　　
（宛先）京　都　市　長
申請者　　住　　　所
　　　　　 名　　　称
代　表　者
　
　　年度京都市水産振興補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書
　　   年　　月　　日付け京都市指令　　　第　　号で補助金の交付決定があった上記事業についての消費税及び地方消費税の額が確定しましたので、下記のとおりその実績を報告します。
記
(1) 補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
(2) 補助金の確定時における補助金についての消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
円
(3) 補助金についての消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定額　　　　　　　円
(4) 補助金返還相当額(3)－(2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
注　別紙として積算の内訳を添付してください。
第１０号様式（第１４条関係）
京都市水産振興補助金取得財産等処分承認申請書
	（宛先）京都市長　
	　　　　年　　　月　　　日

	 申請者の主たる事務所の所在地

	 申請者の名称及び代表者名




	　　　　年　月　日付け京都市指令　　　第　　号で補助金の交付決定があった事業により取得した財産を処分したいので、京都市水産振興補助金交付要綱第１４条の規定により処分の承認を申請します。

	取得財産の種類
	

	取得年月日
	 

	取得価格
	 

	補助金交付額
	 

	処分の理由
	


□中止


□廃止








